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北海道・北東北の成長を支える農林水産物の付加価値向上に向けた 

施策の充実について 

 

 北海道・北東北地域は、我が国の３割以上を占める緑豊かな森林、その森林

がもたらす豊富な水や、全国の農業産出額の２割を生み出す広大な農地、そし

て太平洋や日本海等に形成されている世界有数の漁場に恵まれ、我が国の主要

な食料供給基地として、国民生活を支えてきました。 

 しかし、当地域の食品関連産業においては更なる高付加価値化による所得の

向上が求められており、農林水産物・加工食品の輸出についても、世界的な不

況や東日本大震災津波の影響により、輸出の伸びはわずかな額に留まっていま

す。 

 また、当地域は、本州の大消費地から遠いという地理的条件等のハンディか

ら、中小企業を中心に販路開拓などに苦慮し、また、ノウハウの不足から地域

資源等の活用も十分に図れていない状況もみられます。 

 こうしたことから、農林水産物の付加価値向上に向けた施策の充実について、

次のことを求めます。 

 

１ 地域で６次産業化の取組を推進していく上で必要となる人財の育成や確保

に向けた支援を行うとともに、６次産業化に取り組む生産者や食品加工業者

等が行う施設・機械等の整備への支援を拡充すること。 

２ 農林水産物の輸出拡大に向け、ＨＡＣＣＰ基準等に適応した施設整備への

支援、輸入国での検疫などの規制緩和や輸入手続などの情報提供、国外にお

ける常設販売拠点の開設等による通年での販売体制の確保など、円滑な農林

水産物の輸出に向けた環境整備を図ること。 

３ 付加価値向上や輸出拡大に向け、一層競争力のある品種を開発するための

試験研究制度を創設するとともに、ＧＰＳを活用した農作業の自動化など農

業のＩＣＴ化を推進すること。 

４ マーケットニーズ等に対応した商品開発や売れる商品へのブラッシュアッ

プ、更には、国内外への販路開拓を推進するため、生産者と食関連企業との

マッチングや国内外への販路拡大等を支援するコーディネーター関連予算を

拡充すること。 
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ＴＰＰ協定交渉に関する要請について 

 

 ＴＰＰ協定は、北海道・北東北地域の基幹産業である農林水産業のみならず、

食の安全、投資、医療、労働、政府調達など、国民生活や経済活動の幅広い分

野に大きな影響を及ぼすことが懸念されており、これまで、政府に対しては、

十分な情報提供とＴＰＰ協定が地方経済や国民生活全般に与える影響等につい

て明確な説明を求めてきたところです。 

 つきましては、次のことを強く求めます。 

 

１ ＴＰＰ協定への参加については、４月の衆参両院農林水産委員会における

決議も踏まえ、拙速に走ることなく、十分な情報開示と説明を行い、国民的

議論を尽くした上で、慎重に判断すること。また、地方の経済活動や国民生

活に影響が生じると見込まれる場合には、交渉からの撤退も含め、断固たる

姿勢で臨むこと。 

２ 地方の基幹産業であり、国土や自然環境の保全など多面的な機能を有する

農林水産業については、ＴＰＰ協定への参加如何にかかわらず、食料安全保

障の観点から、将来にわたり持続的に発展していけるよう、その再生・強化

に向けた施策を講ずること。 

３ ＴＰＰ協定への参加を判断するに当たっては、東日本大震災からの復興の

途上にある被災地の活力を決して低下させることがないよう、十分に配慮す

ること。 
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地方における医師確保対策について 

 

 北海道・北東北地域の医師数は、全国平均に比して大幅に少ない状況にある

ことに加え、地域偏在や診療科目偏在等の課題も抱えており、へき地医療や救

急医療等の地域医療を担っている病院にとっては、勤務医の過重労働をはじめ、

診療体制の縮小や入院制限を迫られるなど、まさに「地域医療崩壊」の危機的

状況にあります。 

 こうした中、国においては、医学部入学定員増等の医師確保対策や自治体・

医療現場における地域医療再生に向けた取組を推進するとともに、平成２４年

度の診療報酬改定では病院勤務医をはじめとした医療従事者の負担軽減が講じ

られています。 

 しかしながら、効果が表れていないことから、地域医療の確保に当たっては、

平成２２年度に実施された地域における医師不足の実態調査の結果を踏まえ、

より実効性のある具体的な対策に早急に取り組むとともに、地域医療の再生の

ための総合的な政策の確立、公立病院等への支援及び医師不足の根本的な解消

を図るよう、強く求めます。 

 


